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第 8 条(1) 児童福祉分科会 児童、母子家庭、父子家庭等及び寡婦の福祉に関する事（子

ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 72 条第１項各号に規定する事項を含

む。） 

 

 

 

第８条(1) こども若者分科会 児童、母子家庭、父子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項

及び子ども、若者及び子育てに関する施策の総合的な推進に関する事項 （子ども・子育

て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 72 条第１項各号に規定する事項を含む。） 

 


